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ガス料金その他の供給条件の内容 

 

1 適用 

(1) この料金表（以下「本料金表」といいます。）は、当社のガス小売供給約款(店舗応援ガ

ス)（2021 年５月 1 日制定、以下「供給約款」といいます。）に基づき、当社がお客さ

まにガスを供給するときの供給条件の詳細を定めたものです。なお、本料金表の用語の

定義は、特段の定めをする場合を除き、供給約款の内容に従うものとします。 

(2) 本料金表に定めのない事項は、供給約款の定めに従うものとします。 

 

2 対象となるお客さま 

本料金表は、下記の全てに該当するお客さまを対象とします。 

  イ 供給約款の定めに基づき、当社との間で供給契約が成立しているお客さま 

  ロ 一般ガス導管事業者（東京瓦斯株式会社）の託送供給約款で定める供給地区のうち

「東京地区等」に位置付けられる区域（ただし、日立市は除く）において当社にお

申し込みをし、供給契約が成立しているお客さま 

  ハ 当社が、供給約款の定めに基づき、本料金表により算定された料金を支払うことが

できるお客さま 

 

3 ガスプラン種別  

ガスプランの種別と、各プランに適用される料金表及びその契約期間は以下のとおりとい

たします。なお、料金表はそれぞれ別表にて定めます。 

ガスプラン 適用料金表 

店舗応援ガス 料金表① 

 

4 料金表で定める事項  

（1）当社は、別表の料金表（各料金表の基本料金、基準単位料金又は（2）の規定により調 

整単位料金を算定した場合は、その基準単位料金に替えて調整単位料金を用います。） 

を適用して料金を算定いたします。なお、料金について、その算定の結果、１円未満 

の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

（2）当社は毎月（3）②により算定した平均原料価格が（3）①に定める基準平均原料価格 

を上回り又は下回る場合には、次の算式により本料金表の各料金表の基準単位料金に 

対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整 

単位料金を用いて(1)に従い算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表 

第２のとおりとします。 

（算式） 

① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 
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  調整単位料金（１立方メートルあたり） 

   ＝（基準単位料金＋原料調整額（0.081×原料価格変動額／100 円））×[1＋消費税率] 

② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

  調整単位料金（１立方メートルあたり） 

   ＝（基準単位料金－原料調整額（0.081×原料価格変動額／100 円））×[1＋消費税率] 

（備考） 

上記①の算式により調整単位料金を算定する場合の原料費調整額は小数点第 3 位以下 

を切り捨てたものとし、上記②の算式により調整単位料金を算定する場合の原料費調 

整額は小数点第 3 位を切り上げたものとします。 

（3）（2）の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は以下のとおりといたし 

ます。 

① 基準平均原料価格（トンあたり） 

    86,100 円 

② 平均原料価格（トンあたり） 

  別表第２に定められた各 3 か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン

当たりＬＰＧ平均価格（算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたし

ます。）をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額

といたします。 

（算式） 

平均原料価格 

＝トン当たりＬＮＧ平均価格×0.9088＋トン当たりＬＰＧ平均価格×0.0987 

③ 原料価格変動額 

次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額とい 

たします。 

（算式） 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

（4）当社は、供給約款に定める適用料金の事前のお知らせにかかわらず（2）で定める毎月

の調整単位料金を、インターネット上での開示その他当社が適当と認める方法により、

あらかじめお客さまにお知らせいたします。 
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5 その他 

（1）その他の事項については、供給約款を適用いたします。 

（2）本料金表は 2026 年 10 月 1 日から実施いたします 

 

以上 

 

制改定履歴（別表含む） 

2021 年 5 月 1 日制定 

2021 年 5 月 27 日改定 

2026 年 10 月 1 日改定 



6 

 

  

別 表 

 

1 料金表  

料金算定期間におけるガスの使用量が、 

①０立方メートルから 20 立方メートル以下の場合：料金表 A を適用いたします。  

②20 立方メートルをこえ 80 立方メートル以下の場合：料金表Ｂを適用いたします。  

③80 立方メートルをこえ 200 立方メートル以下の場合：料金表Ｃを適用いたします。 

④200 立方メートルをこえ 500 立方メートル以下の場合：料金表Ｄを適用いたします。 

⑤500 立方メートルをこえ 800 立方メートル以下の場合：料金表Ｅを適用いたします。  

⑥800 立方メートルをこえる場合：料金表Ｆを適用いたします。  

 

■料金表① 

料金表Ａ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ８６３．５５円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １７０．８１円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｂ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，１４５．７０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １５５．９６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに４（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｃ 
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イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，３１２．９０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １５３．７６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｄ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，９３９．９０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １５０．４６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｅ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ６，１１９．９０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １４１．６６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｆ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １１，９７１．９０円 

（消費税等相当額を含みます。） 
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ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３３．９６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

 

２ 調整単位料金の適用基準 

①料金算定期間の末日が１月１日から１月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた

っては，前年８月から 10 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

②料金算定期間の末日が２月１日から２月 28 日（うるう年は２月 29 日）に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては，前年９月から 11 月までの平均原料価格にもとづき算定

した調整単位料金を適用いたします。 

③料金算定期間の末日が３月１日から３月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた

っては，前年 10 月から 12 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

④料金算定期間の末日が４月１日から４月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた

っては，前年 11 月から当年１月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適

用いたします。 

⑤料金算定期間の末日が５月１日から５月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた

っては，前年 12 月から当年２月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適

用いたします。 

⑥料金算定期間の末日が６月１日から６月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた

っては，当年１月から３月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑦料金算定期間の末日が７月１日から７月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた

っては，当年２月から４月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑧料金算定期間の末日が８月１日から８月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた

っては，当年３月から５月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑨料金算定期間の末日が９月１日から９月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた

っては，当年４月から６月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用い

たします。 
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⑩料金算定期間の末日が 10 月１日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に

あたっては，当年５月から７月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適

用いたします。 

⑪料金算定期間の末日が 11 月１日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定に

あたっては，当年６月から８月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適

用いたします。 

⑫料金算定期間の末日が 12 月１日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に

あたっては，当年７月から９月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適

用いたします。 


